
 阿賀野市水道事業事務決裁規程等の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和５年３月１日 

                        阿賀野市水道事業 

                        阿賀野市長 田 中 清 善   

 

阿賀野市水道事業管理規程第１号 

   阿賀野市水道事業事務決裁規程等の一部を改正する規程 

（阿賀野市水道事業事務決裁規程の一部改正） 

第１条 阿賀野市水道事業事務決裁規程（平成１６年阿賀野市水道事業管理規程第４号）

の一部を次のように改正する。 

  別表中「個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用又は外部提供の中止」を「保

有個人情報の開示、訂正及び利用停止」に改める。 

 （阿賀野市水道料金等徴収事務委託規程の一部改正） 

第２条 阿賀野市水道料金等徴収事務委託規程（平成１６年阿賀野市水道事業管理規程

第２６号）の一部を次のように改正する。 

  第１０条中「阿賀野市個人情報保護条例（平成１７年条例第６号）」を「個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」に改める。 

 （阿賀野市上下水道局コンビニエンスストア公金収納事務委託に関する規程の一部改

正） 

第３条 阿賀野市上下水道局コンビニエンスストア公金収納事務委託に関する規程（平

成２３年阿賀野市水道事業管理規程第３号）の一部を次のように改正する。 

  第８条中「阿賀野市個人情報保護条例（平成１７年条例第６号）」を「個人情報の保

護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」に改める。 

   附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
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